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研究成果の概要（和文）：　なぜ中央政府は自らの権力を弱めるような改革、すなわち、政治的分権を行い権限と財源
を地方政府に移譲するのか。どのような条件下で地方分権を推進するのか。分権のタイミングとスピードは何によって
決まるのか。地方分権の条件と因果関係を解明することが本書の目的である。
　もう一つは、中央地方間の権力関係の変化に与えた影響を明らかにすることである。そのことを通して、地方分権の
要因と中央地方間の権力関係の変化に関する知見をより体系化する。

研究成果の概要（英文）：　Why do central governments enact reforms that weaken their own power, i.e. 
pursue political decentralization, and devolve authority and finances to local governments? Under what 
conditions do they promote decentralization? How is the timing and speed of the decentralization decided? 
The aim of this book is to solve the conditions and causal relationships of decentralization.
 Do decentralization policies always increase the power of governors nad mayors? And, if so, what 
explains the resulting variation in the degree of change experienced across countries?

研究分野： 行政学
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１．研究開始当初の背景 
1990 年代以降、多くのアジア諸国と南米

諸国、およびヨーロッパの国々において分権
改革が進められ、世界的な潮流となっている。 
の地方分権の原因に関する先行研究として
は、政党のあり方に注目したガーマンらの南
米 5 ヶ国比較（Willis, Eliza, Christopher 
Garman, and Stephan Haggard. 2001. 
“ Fiscal Decentralization: A Political 
Theory with Latin American Cases, ” 
World Politics, vol. 53, no. 1, pp. 205-236）
と エ ス コ バ ・ レ モ ン の 計 量 分 析
（ Escobar-Lemmon, Maria. 2003. 
“Political Support for Decentralization: 
An Analysis of the Colombian and 
Venezuelan Legislatures. ”  American 
Journal of Political Science, vol. 47, no. 4, 
pp. 683-697）が先駆的である。これに対し、
ガーマンらとレモンの議論が分権のタイミ
ングを説明できないと批判し、分権改革を選
挙の利益を最大化するための政党の合理的
な戦略であると主張したオニールによる南
米比較研究（O’Neill, Kathleen. 2005. 
Decentralizing the State: Elections, Parties, 
and Local Power in the Andes. Cambridge: 
Cambridge University Press）、および、中
央の政治家が自らの短期的な政治的利益を
最大化しようとした結果として地方分権が
行われたというイートンの南米事例研究
（Eaton, Kent. 2004. Politics beyond the 
Capital: The Design of Subnational 
Institutions in South America, Stanford: 
Stanford University Press）など、南米諸国
を対象にして非常に優れた理論が発展して
きている。 
地方分権の効果に関しては、政治的分権・

財政的分権・行政的分権（後述）の配置によ
る中央地方間の権力関係の変化を分析した
ファレーティの研究（Falleti, Tulia G. 2010. 
Decentralization and Subnational Politics 
in Latin America, Cambridge University 
Press）および、政党システムと政党組織の
あり方への効果を分析した研究（Chhibber, 
P., and K. Kollman. 2004. The Formation of 
National Party System, Princeton 
University Press. Samuels, D. 2003. 
Ambition, Federalism, and Legislative 
Politics in Brazil, Cambridge University 
Press）に大別できる。これらの研究におい
てもやはり南米諸国に対象が限定されてい
るものが多く、日本・フランス・ドイツなど
の先進国を分析した研究が少なかったこと
に加え、政治や行政アクターへの影響を論じ
ることもほとんど見られない点も指摘して
おくべきである。 

 
２．研究の目的 
本研究の目的は、地方分権政策が行われる

原因を解明することと、中央地方間の権力関
係の変化に与えた影響を明らかにすること

である。そのことを通して、地方分権の要因
と中央地方間の権力関係の変化に関する知
見をより体系化することができると考える。 
地方分権の原因に関しては、政党のあり方に
注目したガーマンら（Garman et al. 1999; 
2001）の南米 5 ヶ国比較とエスコバ・レモン
（Escobar-Lemmon 2003）の計量分析が先
駆的である。ガーマンらによれば、地方政治
家が中央政治家のキャリアを統制すること
ができるような、地方優位の政党内部組織を
もっている国の場合、政党は地方の利益を代
表する地方政治家の要望に沿って地方分権
を推進しようとする。逆に、党首中心の集権
的な政党組織は分権への誘因が弱いという。
また、レモンもコロンビアとベネズエラの議
員データの計量分析から政党組織の重要性
を強調している。これに対しオニール（O’
Neill 2003; 2005）は、分権改革を選挙の利
益を最大化するための政党の合理的な戦略
であると主張する。つまり政権交代の可能性
が高ければ、地方政府から大統領選挙への支
持を得るために地方分権を行う。逆に、政権
交代の可能性が低ければ、政権党は地方政府
の選挙支持を必要としないため、権限と財源
を移譲しようとしないという。同じ関心に立
ちつつ、地方政府からの国政への協力と支持
を得る代わりに、政権党と党派的に一致する
地方政府が権限や財源を活用しその活動量
を高め、地域住民に業績をアピールすること
によって地方選挙を有利に戦わせるための
手段として分権政策を利用したことを、本書
の共編者である南（南京兌、2014）は、チリ・
ボリビア・ペルー・コロンビア・フィリピン・
韓国の 6 ヶ国を対象に検証している。このよ
うに、南米諸国を対象にして非常に優れた理
論が発展してきている。しかし、これらの研
究では研究対象が途上国の南米に限定され
ているものが多く、ヨーロッパ諸国を含めた
研究は少ない 
地方分権の原因に関しては、ある程度研究

が蓄積されている反面、地方分権政策が中央
地方間の権力関係の変化に与えた影響に関
しては、ほとんど分析が行われていないもの
の、数少ない先行研究としてファレッティ
（Falleti 2005; 2010）の逐次理論を取り上げ
ることができる。 
逐 次 理 論 （ a sequential theory of 

decentralization）の特徴は、①分権改革を
行政的分権（A）、財政的分権（F）、政治的分
権（P）の 3 つの型の政策に分け、各ポリシ
ーの定義を明確化することによって操作化
や客観的な分析をより容易なものとしたこ
と、②分権改革の第一ラウンドにおいて、分
権改革支持連合のあり方、国・地方いずれの
利害が優位を占めるか、A と F と P いずれの
型の分権政策が採用されるかによって、その
後の改革のプロセスや採用される分権政策
の型、中央地方間の権力バランスが決まると
している点にある。 

 



３．研究の方法 
（1）文献と資料の入手 
一次資料については、学術論文や書籍にと

どまることなく、史料や自伝、新聞や公文書
および評論などを集めた。また、関係者にイ
ンタビューを行い、情報を入手した。 
（2）電子メールや電話などによる意見交換
と調整 
（3）合宿研究会 
（4）現地調査 
本研究は国際比較研究であるため、対象国

への現地調査が必要不可欠である。また、主
な研究手法は事例分析であるゆえに、現場で
実際に何が起こっているかを観察した。 
（5）インタビュー 
 対象とする地方分権という事象が比較的
近い過去に生じていることから、関係者への
インタビューが可能であり、必要でもあった。
国内や海外の専門家とのインタビューを実
施した。 
 
４．研究成果 
本研究の成果として「地方分権の国際比

較：その原因と中央地方間の権力関係の変
化」を刊行した。その主な内容は以下の通り
である。 
イギリスの地方政府体系は、イングランド

の非大都市圏とロンドン首都圏を除いては、
基礎レベルのみの一層制である。地方全体の
利益を代表するイギリス最大の自治体連合
組織として、2015 年現在、イングランドの自
治体 350団体、ウェールズの自治体 22団体、
地方消防庁(Fire Authority)31 団体、国立公
園 10 団体(National Park)、教区・町自治体
(Parish/Town Council)22 団体の計 435 団体
をメンバーとする地方自治体協議会(Local 
Government Association: LGA)がある。LGA
に加入しているウェールズの自治体 22 団体
は、独自にウェールズ地方の自治体連合組織
として、1996 年にウェールズ地方自治体協議
会 (Welsh Local Government Association: 
WLGA)を設立している。WLGA は他に、ウェー
ルズ地方の国立公園 3団体、地方消防庁 3団
体を組織している。 
住民に対する行政サービスの供給は、32の

ロンドン特別区自治体(London Borough 
Council)が担う。また、公共交通、警察、消
防・緊急時計画、地域開発の各分野の実務を
担う執行機関(functional body)が置かれ、
その幹部をロンドン市長が任命する。 
 ス コ ッ ト ラ ン ド 地 方 自 治 体 連 合

(Confederation of Scottish Local 
Authority: COSLA)は、2015 年現在、スコッ
トランド地方の自治体 28 団体をメンバーと
する連合組織であり、1975 年に設立された。
同地域の自治体職員を雇用する使用者団体
連合としても活動している。スコットランド
の基礎自治体は 32 団体あるが、労働党勢力
が強いグラスゴー、レンフルシャー、サウ
ス・ラナークシャー、アバディーン・シティ

の 4 団体は、SNP 主導のスコットランド自治
政府に反発し、2015 年 3月、COSLA を脱退し
て新たにスコットランド地方自治体パート
ナ ー シ ッ プ (Scottish Local Government 
Partnership)なる連合組織を設立している。
また、2001 年に設立された北アイルランド地
方自治体協議会（Northern Ireland Local 
Government Association: NILGA)は北アイル
ランドの自治体 11 団体を網羅する連合組織
である。 
フランスでは市町村長、県議会議長、州議

会議長は各議会で互選している半面、各議会
議員は公選制を採っている。地方自治体の連
合組織は州、県、市町村といった各自治体層
の公選の議員の代表者から構成され、各自治
体層の管轄範囲のすべてを含んで構成され
ている。全仏州連合会（Association des 
régions de France : ARF）、全仏県連合会
（Assemblée des départements de France: 
ADF)、全仏市長会（Association des maires 
de France: AMF)といった 3 つの連合組織は
国の予算作成の際に修正案を作成して法案
に影響を与える存在であるとされている。 
チリの場合、1992 年に市長市議会議員公選

制（市長は市議会議員から互選）が導入され、
1996 年に市長市議一括直接選挙へと法改正、
さらに 2001 年には市長市議選挙分離直接選
挙への法改正が行われた。また、広域自治体
レベルでも 2013 年になってようやく州議会
議員の公選制（それまでは市長市議会議員か
ら 互 選 。 州 の 首 長 で あ る 州 監 督 官
（intendente regional）は任命制維持）が
導入された。2014 年現在、広域自治体の首長
が公選制でない国は、南米地域においてはエ
クアドルとチリの二国のみである。 
2007 年にロス・リオス州とアリカ・イ・パ

リナコタ州が新たに設立された。また、1993
年に全国の市長・市議によって構成される全
国基礎自治体連合（Asociación Chilena de 
Municipalidades: AChM）が創設され、2013
年より幹部役員選出のために内部選挙を導
入している。2013 年には AchM の内部選挙結
果に反発した野党系 39 自治体のうち、市議
会の承認を得た 3つの基礎自治体の市長・市
議によって全国基礎自治体協会（Asociación 
de Municipalidades de Chile: AMuCh）も創
設されている。 
連邦制国家であるカナダにおいて、基礎自

治体と州はより単一制に近い関係にある。執
政制度としては、首長について州レベルでは
議会による選任（議院内閣制）、基礎自治体
レベルでは基本的には公選制（二元代表制）
を採っている。 
地方団体は州レベルに関しては全国組織

が一つ、基礎自治体レベルでは各州と準州に
一つずつ存在する。しかし、州レベルについ
ては、西部地域のみの組織が存在するなど、
地域ごとに全国組織とは別個の組織が形成
されている。また、基礎自治体についても、
全国組織とは別に州ごとに基礎自治体の組



織が形成されているほか、州内でも例えばオ
ンタリオ州北部基礎自治体協会などのよう
に、地域ごとに組織がおかれている。また、
1990 年から現在では新たに準州が生まれた
ことから、基礎自治体の各州組織と立法府が
創設されている。 
さらに、1990 年代以降、カナダの基礎自治

体では州政府による再編が行われ、合併が進
められてきた。この合併によって、首長の数
と基礎自治体議会の議員数が削減され、基礎
自治体レベルでの政治的代表の数が減少し
た。このことから、これらの市町村合併の動
きは、住民からすると政治的代表の数を減ら
すという点で政治的集権化としてとらえら
れる。 
カナダと同様にドイツにおける基礎自治

体連合体は州単位で構成されている。ハンブ
ルクとベルリンといった市単独で州として
扱われる場合には、こうした連合体は存在し
ない。また、2 市が州を構成するブレーメン
でも、そのほかの州で見られるような基礎自
治体の連合体のような組織はない。上記 3つ
以外の州をみると、多くの州で複数の連合体
組織が存在する。たとえば、ラインラント＝
プファルツ州、シュレスヴィヒ＝ホルシュタ
イン州、バイエルン州では、地域などの単位
で組織が分立している。基礎自治体の連合体
は、市町村連合、目的組合、広域連合に分け
られる。その業務は、連合形態によって様々
であり、州によっても組織の権限が異なる。
上下水道や消防などの基礎自治体の権限に
ついて近隣自治体間で連携を図るという目
的を持つ団体もあれば、文化や教育政策の連
携を目指す団体もある。その中心的な業務は
行政サービス上の連携の強化という点にあ
ると言えるだろう。もちろん、その活動は行
政に限られているわけではなく、州を相手に
交渉を行う場合もある。 
 
本書は地方分権政策が中央地方間の権力

関係の変化に与えた影響の分析から始まる。
本書の研究対象国である6ヶ国における中央
地方間の権力変化の度合いは、日本が最も変
化しておらず、ドイツ、イギリス、フランス
とカナダ、チリの順に激しくなっている（第
1章、表 8を参照）。第 1章と第 2章では、上
記の逐次理論の枠組みに依拠し、日本とイギ
リスの分権改革を分析する。日本の場合、行
政的分権（機関委任事務の廃止）から財政的
分権（三位一体改革）への分権化の順序が決
まった結果、自治体の自由度は高まらなかっ
たことを示した。 
イギリスのスコットランドの分権改革は、

1998 年スコットランド法と 2012 年スコット
ランド法の二段階に分かれ、それぞれ分権政
策の内容は異なる。前者については、分権改
革支持連合は中央支配党派（労働党）と地方
野党（自民党およびスコットランド国民党：
SNP）によって構成され、地方の利害に基づ
いて政治的分権が行われた。後者については、

分権支持連合は中央支配党派（労働党、のち
に保守党・自民党連合）と地方支配党派（労
働党、のちに保守党・自民党連合）によって
構成され、同じく地方の利害が優勢となって
財政的分権が採用されたことを明らかにす
る。第 1章と第 2章を通じて、逐次理論の枠
組みが予測する通りの分析結果が得られ、逐
次理論の有効性が示された。 
第 3章では、まず、フランスの地方制度を

概観し、1980 年代以降の地方分権化政策にお
ける政治的、財政的、行政的分権の存在を確
認する。そこから 1980 年代以降のフランス
の地方分権化政策のなかでオランド政権下
のそれがどのような位置づけになるのかを
確認した。次に、オランド政権下における地
方分権化政策の内容と社会経済的背景を確
認した上で、オランド政権下の地方分権化政
策を自治体層の重層性、元老院の存在、地方
議会議員の多さ、国会議員と地方議会議員の
兼職、といった政治的要因から説明した。と
りわけ、市町村の抱える政策課題に共同に対
応する必要があったため、共同の事務処理方
式である広域連合体による市町村運営様式
が整備され、その権限が強化された流れを示
した。また、経済活動の活発化、および民主
主義の充実に繋がる州の制度整備や権限強
化は、必然的に州の合併をもたらすし、県の
合併については、左右両派の地方及び国会議
員や県議会議員団体による反対のロビー活
動が活発に行われるなど、実質的に合併は難
しかったことを記した。 
先進国とは対照的に南米諸国の中でも特

に中央集権的な国家体制を維持している国
のひとつであるチリの場合、2001 年の「市長
市議選挙分離法」によって、市議からの間接
選挙で決められていた市長が、完全に有権者
からの直接投票で選出されることとなり、そ
の政治的分権化が可能となったのは、選挙戦
略上のインセンティブが与党連合コンセル
タシオン側にあったこと、またこれに加えて、
あくまで地方選挙レベルでの選挙戦略とし
て、与党連合と共通の利益を見出した野党連
合の一部が、分権化法案に賛同したことが重
要であったことを第 4章で明らかにした。 
連邦制を採用しているカナダを分析する

第 5章では、カナダの州と基礎自治体との関
係に焦点を当て、州による基礎自治体制度の
改革を分析した。これは、第 6章のドイツに
おける連邦・州政府間関係の事例と合わせて、
連邦制における政府間関係を包括的にとら
えることを狙った。カナダでは州による基礎
自治体の合併とそれらの自治体に行政サー
ビス権限の移譲が同時に行われたところに
特徴がある。なぜ基礎自治体にとってネガテ
ィブな影響を与える改革が行われたのかに
ついて、合併が行われた当時のオンタリオ州
政府与党である進歩保守党と、基礎自治体を
占めていた自由党や新民主党との党派性の
違いから分析を加えた。 
第 6 章では 2006 年にドイツで実施された



第一次連邦制改革を取り上げた。同改革の主
眼は、同意法の削減によって、連邦参議院の
影響力を削ぐことにあり、実際に全法案に占
める同意法の割合が大きく低下したことを
示した。しかし、反実仮想を含めた分析に基
づき、赤緑政権と大連立政権の経済・社会政
策を眺めてみると、論争的な政策や主要政策
の多くは同意法のままである。また、ごく一
部ではあるが、同意法でなかった重要法案が
同意法になることもあるので、全体として政
治的集権は進んだが、変化の度合いについて
は慎重に評価する必要があることを記した。 
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